
令和６年度 

第１回 神奈川県道路メンテナンス会議 

  神奈川県道路鉄道連絡会議 

 

日時：令和６年１０月１１日 14:00～ 

場所：よこはま新港合同庁舎３階 共用会議室Ａ 

 

議  事  次  第 

 

１. 開会 

２. あいさつ 

３. 議事 

（１）規約の改正                        資料１ 

（２）神奈川県道路メンテナンス会議及び道路鉄道連絡会議の概要  資料２ 

（３）跨線橋の点検・修繕状況等                 資料３ 

（４）跨線橋に関する情報提供等                 資料４ 

（５）神奈川県内の点検・修繕状況等               資料５ 

（６）個別施設計画の策定状況                  資料６ 

（７）道路メンテナンスを進めるために              資料７ 

（８）その他                          資料８ 

 

４. 閉会 

 

＜配付資料＞ 

令和６年度 第 1 回  

神奈川県道路メンテナンス会議、神奈川県道路鉄道連絡会議 説明資料 １式 

     

 

※補足：議事(１)～(４)は神奈川県道路鉄道連絡会議を兼ねた会議とします。 



 

 

 

 

令和６年度 

第 1回 神奈川県道路メンテナンス会議 

 神奈川県道路鉄道連絡会議 

 

（１）規約の改正 

資料１ 



【案】 

神奈川県道路メンテナンス会議 規約 

 

 

（名 称） 

第１条 本会議は、「神奈川県道路メンテナンス会議」（以下、「会議」という。）と称する。 

 

（目 的） 

第２条 会議は、道路法第２８条の２の規定に基づき設置するもので、神奈川県内の道路管理を効率的に

行うため、各道路管理者が相互に連絡調整を行うことにより、円滑な道路管理の促進を図ること

を目的とする。 

 

（協議事項） 

第３条 会議は、第２条の目的を達成するため、次の事項について審議する。 

（１） 道路施設の維持管理等に係る意見調整・情報共有に関すること。 

（２） 道路施設の点検、修繕計画等の把握・調整に関すること。 

（３） 道路施設の損傷事例や技術基準類等の共有に関すること。 

（４） その他、道路の管理に関連し、会長が妥当と認めた事項。 

２．会議は原則として公開とする。ただし、公開することにより公正かつ円滑な議事運営に支障が生 

じると認められる協議（幹事会、専門部会含む）については、非公開で行うものとする。 

 

（組 織） 

第４条 会議は、第２条の目的を達成するため、神奈川県内における高速自動車国道、一般国道、県道及

び市町村道のすべての道路管理者及び会議が必要と認めるもので組織する。 

２． 会議には、会長及び副会長を４名置くものとし、会長は国土交通省関東地方整備局横浜国道事 

務所長、副会長は神奈川県県土整備局道路部道路管理課長及び中日本高速道路株式会社東京支社横

浜保全・サービスセンター所長、東日本高速道路株式会社関東支社京浜管理事務所長、首都高速道

路株式会社神奈川管理局保全担当（土木）部長とする。 

３． 会長に事故等があるときは、副会長がその職務を代行する。 

４． 会議の構成は、「別表－１」のとおりとする。 

ただし、必要に応じ会長が指名するものの出席を求めることができる。 

５． 会長は、個別課題等についての検討・調整を行うため「専門部会」を設置することができるもの 

とする。 

  ６．会議には、高速自動車国道、一般国道、県道、市町村道の代表者からなる、幹事会を置くものと 

し、構成は「別表－２」のとおりする。市町村道の出席者は、会長が個別に招集する。 

また、必要に応じ会長が指名するものの出席を求めることができる。 

 

（幹事会） 

第５条 幹事会は、会長の招集により開催するものとし、次の事項について調整する。 

（１） 会議の運営全般についての補助、会員相互の連絡調整 

（２） 会議における協議議題の調整 

（３） 規約の策定・改正・廃止等に係る調整 

（４） その他、会議の運営に際し必要となる事項の調整 

 

（事務局） 



【案】 

第６条 会議の運営等に関わる事務を行わせるため、事務局を置く。 

２．事務局は、国土交通省関東地方整備局横浜国道事務所計画課・管理第二課、神奈川県県土整備局 

道路部道路管理課及び中日本高速道路株式会社東京支社横浜保全・サービスセンター、東日本高

速道路株式会社関東支社京浜管理事務所、首都高速道路株式会社神奈川管理局保全管理課に置く。 

 

（規約の改正） 

第７条 本規約の改正等は、本会議に審議・承諾を得て行うことができる。 

 

（その他） 

第８条 本規約に定めるもののほか必要な事項は、その都度協議して定めるものとする。 

 

 

 

（附則） 

  本規約は、平成２６年６月９日から施行する。 

  本規約は、平成２６年１０月１０日一部改正。 

  本規約は、令和３年１月２９日一部改正。 

  本規約は、令和３年７月 ９日一部改正。 

  本規約は、令和３年１１月４日一部改正。 

  本規約は、令和４年８月２９日一部改正。 

  本規約は、令和５年１０月３１日一部改正。 

 本規約は、令和６年１０月１１日一部改正。 

 

 



「 別表－１」 

会　 長 国土交通省関東地方整備局 横浜国道事務所長

副会長 神奈川県県土整備局道路部 道路管理課長

副会長 中日本高速道路（株）東京支社 横浜保全・サービスセンター所長

副会長 東日本高速道路（株）関東支社 京浜管理事務所長

副会長 首都高速道路（株）神奈川局 土木保全部長

委 　員 国土交通省関東地方整備局 相武国道事務所長

委 　員 国土交通省関東地方整備局 川崎国道事務所長

委 　員 中日本高速道路（株）東京支社 御殿場保全・サービスセンター所長

委 　員 中日本高速道路（株）東京支社 伊勢原保全・サービスセンター所長

委 　員 中日本高速道路（株）八王子支社 八王子保全・サービスセンター所長

委 　員 横浜市道路局 計画調整部技術監理課長

委 　員 横浜市道路局 建設部橋梁課長

委 　員 川崎市建設緑政局道路河川整備部 施設維持課長

委 　員 相模原市都市建設局土木部 路政課長

委 　員 横須賀市 建設部長

委 　員 平塚市 土木部長

委 　員 鎌倉市 都市整備部長

委 　員 藤沢市 道路河川部長

委 　員 小田原市 建設部長

委 　員 茅ヶ崎市 建設部長

委 　員 逗子市 環境都市部担当部長

委 　員 三浦市 土木担当部長兼土木課長

委 　員 秦野市 建設部長

委 　員 厚木市 都市インブラ整備部長

委 　員 大和市 街づくり施設部長

委 　員 伊勢原市 土木部長

委 　員 海老名市 理事兼部長

委 　員 座間市 都市部長

委 　員 南足柄市 都市部長

委 　員 綾瀬市 土木部長

委 　員 葉山町 都市経済部長

委 　員 寒川町 都市建設部長

委 　員 大磯町 都市建設部長

委 　員 二宮町 都市部長

神奈川県道路メンテナンス会議　委員名簿

所　　属 役　　　職



神奈川県道路メンテナンス会議　委員名簿

所　　属 役　　　職

委 　員 中井町 まち整備課長

委 　員 大井町 都市整備課長

委 　員 松田町 まちづくり課長

委 　員 山北町 都市整備課　参事兼課長

委 　員 開成町 都市整備課長

委 　員 箱根町 環境整備部長

委 　員 真鶴町 まちづくり課長

委 　員 湯河原町 土木課長

委 　員 愛川町 道路課長

委 　員 清川村 建設農林課長

委 　員 神奈川県道路公社 理事兼部長

委 　員 公益財団法人神奈川県都市整備技術センター 事業推進課　参事兼課長

国土交通省関東地方整備局道路部 道路保全企画官

国土交通省関東地方整備局道路部 地域道路課長

国土交通省関東地方整備局 関東道路メンテナンスセンター長

国土交通省関東地方整備局横浜国道事務所

神奈川県県土整備局道路部　道路管理課

中日本高速道路（株）東京支社　横浜保全・サービスセンター　

東日本高速道路（株）関東支社　京浜管理事務所

首都高速道路（株）神奈川局　保全管理課

事 務 局

オブザーバー



【案】 

神奈川県道路鉄道連絡会議 規約 

 

（名 称） 

第１条 本会は「神奈川県道路鉄道連絡会議」（以下「会議」という。）と称する。 

 

（目 的） 

第２条 会議は、道路法第２８条の２及び道路法施行規則の一部改正（平成２８年１０月

２８日付け国土交通省国道国発第１２９号道路局長通達）に伴い「神奈川県道路メンテ

ナンス会議 規約」第４条第５項の規定により、鉄道を跨ぐ道路橋の管理者及び鉄道事

業者が相互に意見交換と情報共有を図り、円滑な協議・調整を構築して、神奈川県内の

安全かつ円滑な交通の確保及び効率的な道路管理を実現することを目的とする。 

 

（検討事項） 

第３条 会議は、第２条の目的を達成するため、次の事項について協議・調整を実施する。 

 （１）跨線橋の改修について、点検及び修繕を計画的かつ効率的に進められるよう関係者の意

見調整（点検及び修繕等に取り組むべき跨線橋に関する意見調整、対外協議に関する調

整等）に関すること 

 （２）関係者との情報共有（損傷事例や対応事例、点検及び修繕の措置状況等）に関すること 

 （３）国民・道路利用者等を対象とした広報（点検結果や構造物の健全度に関する情報発信、

メンテナンスに対する関心と理解の醸成等）に関すること 

 （４）前各号に掲げるものの他、会議の設立の目的に沿った活動の企画及び実施に関すること

（必要に応じて、跨道鉄道橋に関するものを含むものとする） 

 

（構 成） 

第４条 会議は別紙に掲げる関係機関をもって構成する。 

 ２ 会議には、会長及び副会長を置くものとし、会長は関東地方整備局横浜国道事務所長、副

会長は神奈川県県土整備局道路部道路管理課長とする。 

 ３ 会長に事故等があるときは、副会長がその職務を代行する。 

  ４ 会長は、会員以外の者で、メンテナンスに関わりが深い者をオブザーバーとして出席させ

ることができる。 

 

（事務局） 

第５条 会議の運営等に関わる事務を行わせるため、事務局を置く。 

２ 事務局は、国土交通省関東地方整備局道路部、横浜国道事務所管理第二課、国土交通省関

東運輸局鉄道部技術第一課、神奈川県県土整備局道路部道路管理課、横浜市道路局建設部橋

梁課に置くものとする。 

 

 



【案】 

（会議開催及び運営) 

第６条 会議は年１回を基本とし、必要に応じて適宜開催する。 

 

（規約の改正） 

第７条 本規約の改正等は、会議で過半数の承認を得て行うことが出来る。ただし、軽微

な修正等については、会議事務局で行い、会議会員に通知するものとする。 

 

（その他） 

第８条 この規約に定めるもののほか、運営等に関し必要な事項は、会議で定めるものと

する。 

  

付 則（施行期日） この規約は、平成２９年２月２日から施行する。 

          この規約は、令和４年８月２９日一部改正 

この規約は、令和６年１０月１１日一部改正 



（別　表）

役　職

会　長 横浜国道事務所長

副会長 道路管理課長

会　員 相武国道事務所長

会　員 横浜保全・サービスセンター所長

会　員 御殿場保全・サービスセンター所長

会　員 伊勢原保全・サービスセンター所長

会　員 八王子保全・サービスセンター所長

会　員 京浜管理事務所長

会　員 保全担当部長

会　員 橋梁課長

会　員 施設維持課長

会　員 路政課長

会　員 土木部長

会　員 土木部長

会　員 都市整備部長

会　員 道路河川部長

会　員 建設部長

会　員 建設部長

会　員 都市環境部長

会　員 建設部長

会　員 街づくり施設部長

会　員 土木部長

会　員 理事兼まちづくり部長

会　員 都市部長

会　員 都市部長

会　員 土木部長

会　員 都市建設部長

会　員 都市部長

会　員 都市整備課長

会　員 土木課長

会　員 マネージャー

会　員 チーフ

会　員 課長代理

会　員 担当課長

神奈川県道路鉄道連絡会議　会員名簿

東海旅客鉄道(株)静岡支社 工務部 管理課

東海旅客鉄道(株)新幹線鉄道事業本部 施設部 管理課

海老名市 まちづくり部　

座間市   都市部

綾瀬市　 土木部

大磯町　 都市建設部

二宮町　 都市部

大和市　 街づくり施設部

湯河原町 土木課

東日本旅客鉄道（株）横浜支社 鉄道事業部 設備ユニット

東日本旅客鉄道（株）八王子支社 鉄道事業部 設備ユニット

山北町   都市整備課

川崎市 建設緑政局 道路河川整備部

相模原市 都市建設局 道路部

横浜市 道路局 建設部

所　属

国土交通省 関東地方整備局 

国土交通省 関東地方整備局

神奈川県 県土整備局 道路部

中日本高速道路（株）東京支社　

中日本高速道路（株）東京支社　

中日本高速道路（株）東京支社　

中日本高速道路（株）八王子支社　

東日本高速道路（株）関東支社

首都高速道路（株）神奈川管理局

横須賀市 土木部

平塚市   土木部

秦野市 　建設部

南足柄市 都市部　

伊勢原市 土木部　

三浦市　 都市環境部

鎌倉市　 都市整備部

藤沢市   道路河川部

小田原市 建設部

茅ヶ崎市 建設部
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（別　表）

役　職

神奈川県道路鉄道連絡会議　会員名簿

所　属

会　員 所長

会　員 所長

会　員 課長

会　員 課長

会　員 工務課長

会　員 部長代理兼施設課長

会　員 課長

会　員 課長

会　員 保線課長

会　員 課長

会　員 施設係長

オブザーバー 土木課長

オブザーバー 工務課長 

オブザーバー 部長　

オブザーバー 課長

相模鉄道(株) 施設部 工務課

江ノ島電鉄(株)　鉄道部 施設課

横浜高速鉄道(株) 運輸部 施設課

伊豆箱根鉄道(株) 鉄道部 技術課

日本貨物鉄道(株)　関東保全技術センター

小田急電鉄(株) 工務技術センター統括事務所

京浜急行電鉄(株)　鉄道本部 施設部 保線課

（公財）神奈川県都市整備技術センター　総務部事業推進課

(株)小田急箱根　運輸本部　鉄道部

神奈川臨海鉄道(株) 工務部 保線課

横浜市交通局　工務部施設課

(株)横浜シーサイドライン　技術部工務課

湘南モノレール(株)　技術部

東急電鉄(株)　鉄道事業本部 工務部 施設保全課

京王電鉄(株)　工務部

事務局

国土交通省 関東地方整備局 道路部

横浜市 道路局 建設部 橋梁課

国土交通省 関東地方整備局 横浜国道事務所（工事品質管理官・管理第二課）

国土交通省 関東運輸局 鉄道部　技術第一課

神奈川県 県土整備局 道路部 道路管理課
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（２）神奈川県道路メンテナンス会議
及び道路鉄道連絡会議の概要

• 道路メンテナンス会議の概要

• 神奈川県道路メンテナンス会議の主な取り組み

• 神奈川県道路メンテナンス会議の活動予定

• 道路メンテナンスに関する研修会・見学会の開催予定

資料２
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・関係機関の連携による検討体制を整え、課題の状況を継続的に把握・共有し、効果的な老朽化対策の推進を
図ることを目的に、平成26年7月までに各都道府県で「道路メンテナンス会議」を設置

・鉄道を跨ぐ道路橋の管理者及び鉄道事業者が相互に意見交換と情報共有を図り、円滑な協議・調整を構築して、
安全かつ円滑な交通の確保及び効率的な道路管理を実現することを目的に、道路メンテナンス会議の下部組織
として、各都道府県で平成28年度に設置

道路メンテナンス会議及び道路鉄道連絡会議の概要

⚫ 地方整備局（直轄事務所）

⚫ 地方公共団体（都道府県、市町村）

⚫ 高速道路会社（NEXCO、首都高速、阪神高速、本四高速、

指定都市高速等）

⚫ 道路公社

体制

1. 研修、基準類の説明会等の調整

2. 点検、修繕において、優先順位等の考え方に該当する路線の
選定、確認

3. 点検、措置状況の集約、評価、公表

4. 点検業務の発注支援（地域一括発注等）

5. 技術的な相談対応 等

役割

○ 鉄道を跨ぐ全ての道路橋（跨線橋）
○ 道路を跨ぐ全ての鉄道橋（跨道鉄道橋※）
※跨道鉄道橋は、道路鉄道連絡会議では必要に応じて対象とする。

対象施設

○ 地方整備局（道路部、直轄事務所）
○ 地方運輸局（鉄道部）
○ 地方公共団体（都道府県、政令市、市町村）
○ 高速道路会社（NEXCO、首都高速、阪神高速、本四高速）
○ 鉄道事業者

構 成 員

○ 点検計画、修繕、耐震補強計画等の調整
○ メンテナンスに関する情報共有
○ 耐震補強に関する情報共有
○ その他要望、要請事項、意見交換等

役 割
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神奈川県道路メンテナンス会議の枠組み ＜参 考＞

神奈川県道路メンテナンス会議

【構成員】
横浜国道、相武国道、川崎国道、神奈川県、横浜市、川崎市、相模原市、県内３０市

町村、中日本高速道路（４サービスセンター）、東日本高速道路（１事務所）、首都高
速道路（１管理事務所）、神奈川県道路公社、神奈川県都市整備技術センター
【目 的】

神奈川県内における道路インフラの老朽化対策等に関して情報共有を図り、必要な事
項に関する協議・調整を行う。

神奈川県道路メンテナンス会議 幹事会

【構成員】
横浜国道、神奈川県、高速道路株式会社、政令市

【目 的】
各道路管理者における老朽化対策の現状・課題及び神奈川県道路メンテナンス会議に

おいて取り組む事項の検討

市町村道路メンテナンス部会

【事務局】
神奈川県、都市整備センター

【構成員】
市町村

【目 的】
市町村において道路施設を適切に

維持管理するため、点検から修繕に
関する支援方策（地域一括発注や国
の修繕代行）について検討する。

【事務局】
中日本高速道路株式会社

【構成員】
横浜国道、神奈川県、政令市、市町村、高速道路会社、
道路公社
【目 的】

高速道路跨道橋の点検、補修及び耐震補強等の実施に
ついて、跨道橋管理者と高速道路会社の間において情報
共有を図り、必要な事項に関する協議・調整を行う。

神奈川県における高速道路を跨ぐ橋梁の
維持管理に関する連絡協議会

（ＯＶＡ連絡協議会）

H25.11.6設置

道路鉄道連絡会議

【事務局】
関東運輸局、横浜国道、神奈川県、
横浜市

【構成員】
横浜国道、神奈川県、政令市

【目 的】
跨線橋の点検、補修及び耐震補強

等の実施について、鉄道を跨ぐ道路
管理者と鉄道事業所の間における関
系者の意見調整、情報共有を行う。

H27.2.4設置

神奈川県跨道橋連絡会議

【事務局】
横浜国道、神奈川県、高速道会社、
３政令市

【構成員】
各緊急輸送道路管理者、緊急輸送
道路を跨ぐ道路以外の跨道橋施設
の管理者

【目 的】
緊急輸送道路を跨ぐ道路法以外の

跨道橋の適切な維持管理について、
各管理者との間において情報共有を
図り、必要な事項に関する協議を行
う。

H27.3.1設置

高速道路跨道橋専門部会

【事務局】
中日本高速道株式会社

【構成員】
横浜国道、神奈川県、政令市、市

町村、高速道路会社

【目 的】
高速道路跨道橋の点検、補修及び

耐震補強等の実施について、跨道橋
管理者と高速道路会社の間において
情報共有を図り、必要な事項に関す
る協議・調整を行う
（実務担当レベル）

H26.11.28設置

H2６.６.９設置 H2５.11.21設置
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神奈川県道路メンテナンス会議の主な取り組み

◼ 研修会

【令和３年度】道路メンテナンス講習会

＜開 催 日＞   令和３年１２月２１日

＜開催場所＞ 横浜市磯子区 国道３５７号新中原橋

＜研修内容＞ 定期点検要領、新技術活用、現地損傷図作成等

【令和５年度】橋梁修繕現場見学会

＜開 催 日＞   令和６年１月１９日

＜開催場所＞ 神奈川県平塚市 平塚市道幹道27号八幡神社土屋線 平塚大橋

◼ 広報

【令和６年度】神奈川県「道路ふれあい月間」パネル展示

＜開 催 日＞   令和６年８月１日～８月３１日

＜開催場所＞ 県庁新庁舎ロビー

【
神
奈
川
県
道
路
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
会
議
】

令和５年 １０月 ３１日 令和５年度 第1回神奈川県道路メンテナンス会議

令和５年 １２月 ２０日 令和５年度 市町村道路メンテナンス部会

【令和５年度開催状況】

【
広
報
（
パ
ネ
ル
展
示
）
】

【これまでの活動】
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4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

道路メンテナンス会議

道路鉄道連絡会議

確認書

橋梁点検研修会

橋梁補修工事見学会

市町村道路メンテナンス部会

令和６年度神奈川県道路メンテナンス会議の活動予定

10月11日

11月11日
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道路メンテナンスに関する研修会・見学会の開催予定

（橋梁点検現地研修会 損傷図作成状況）
※イメージ

（橋梁修繕工事現場見学会）
※イメージ

橋梁点検現地研修会
対 象：自治体職員
予定人数：30名程度
時 期：11月11日(月)午後
場 所：神奈川県海老名市（市会議室、近隣溝橋）
目 的：点検に必要な基礎知識を習得するための実習

橋梁補修見学会
対 象：自治体職員
予定人数：20名程度
時 期：１２月頃＜半日間＞
場 所：神奈川県内 橋梁等
目 的：橋梁補修に関する基礎知識を習得するため

令和６年度の道路メンテナンスに関する研修
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（３）跨線橋の点検・修繕状況等

• 神奈川県の跨線橋の点検結果（R５）

• 神奈川県の令和５年度末の跨線橋の修繕実施状況

資料３
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神奈川県の跨線橋の点検結果（R５）

16%

15%

0%

24%

17%

56%

56%

100%

53%

50%

28%

29%

0%

24%

33%

0%

0%

0%

0%

0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

合計

市町村

県

高速道路会社

国

神奈川県の跨線橋の点検結果（R５）

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

出典：点検データ等入力システム

道路管理者
管理施
設数

点検実施数
判定区分内訳

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

国 36 6 1 3 2 0

高速道路会社 74 17 4 9 4 0

神奈川県（公社含む） 34 2 0 2 0 0

市町村 282 48 7 27 14 0

合計 426 73 12 41 20 0
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神奈川県の令和５年度末の跨線橋の修繕実施状況

出典：点検データ等入力システム

道路管理者

R4末時点での R5末時点での R5末時点での 修繕着手率

Ⅲ判定施設数 修繕設計着手数 修繕工事着手数 （B/A）

（A） （B） （C）

国 18 18 2 100%

高速道路会社 ７ ７ ３ 100%

神奈川県
（公社含む） 2 2 2 100%

市町村 74 43 32 58%

合計 101 70 39 69%
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（４）跨線橋に関する情報提供等

• 確認書の取り交わしについて

• 鉄道委託工事を行う場合の透明性確保の徹底

• 鉄道事業者への委託に関するアンケート結果

資料４
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確認書の取り交わしについて

道路法施行規則改正により、跨線橋の維持及び修繕の方法を予め定めておくこと
となった。（道路法施行規則第四条の五の六の四）

各鉄道事業者国
高速道路会社

県
市町村

道路管理者
（道路メンテナンス会議）

①協議

②回答（確認書）

③個別の調整

① 道路事業者の点検・修繕の時期（年度）について、道路メンテナンス会議がとりまとめ、
各鉄道事業者と協議

② 鉄道事業者は、点検・修繕の時期を検討し、道路メンテナンス会議に回答

③ 実施に当たり、事務手続きや詳細計画は、各道路管理者と各鉄道事業者で調整

※ 確認書の取り交わし（更新）が出来ていない各鉄道事業者とは、引き続き調整をさせて

頂き、早期の取り交わしに向け手続きを進めて行きたい。
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鉄道委託工事を行う場合の透明性確保の徹底

事業の透明性を確保することは重要な課題であり、会計検査において、質疑や講評で言及
されている状況にあり、より一層の事業の透明性確保や説明責任が求められている。

「公共事業における鉄道委託工事を行う場合の透明性確保の徹底に関する申し合わせ」
（H20.12.25）により、事業実施主体（道路管理者）は、「請負金額内訳書」等の提出を受
託者（鉄道事業者）に求めることとされている。

過去の会計検査院による是正改善措置

・鉄道委託工事における管理費について、その内訳等を確認しないまま精算。

・跨線橋の橋桁の製作及び運搬について、自ら発注して実施することが可能であるのに鉄
道事業者に委託。

・踏切道の統廃合を行わない場合の踏切道の拡幅に係る委託工事の舗装修繕費について、
内容を確認しないまま鉄道事業者が要求した額を委託工事費に含めていた。

道路管理者に対し、透明性の確保について、再徹底の事務連絡が発出された。

また、鉄道事業者においては、関係部署に共有するなど協力をお願いしたい。
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鉄道事業者への委託に関するアンケート結果

透明性確保通知に基づく運用状況等（地公体の意見の一部）

・通知に基づき運用されている。（１４自治体）

・一部運用されていない。（２自治体）
（協定締結時の管理費が積上げ計算となっているが内訳書が添付されていないなど。）
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（５）神奈川県内の点検・修繕の状況等

• 神奈川県の点検実施状況【実施数】（橋梁）（トンネル）（道路附属物等）

• 神奈川県の令和５年度の点検実施状況【判定】（橋梁）

• 神奈川県の令和５年度の点検実施状況【判定】（トンネル）

• 神奈川県の令和５年度の点検実施状況【判定】（道路附属物等）

• 神奈川県の修繕進捗状況（橋梁）

• 神奈川県の修繕進捗状況（トンネル）

• 神奈川県の修繕進捗状況（道路附属物等）

• 計画的な補修・修繕を実施する為の課題等

• 措置が低調となっている要因（課題）と改善策等

資料５
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神奈川県の点検実施状況【実施数】

神奈川県の点検実施状況は、管理施設数（橋梁9,795橋、トンネル340本、道路附属物等1,810施
設）に対して、2巡目5カ年で100%のところ約95%の予定を約99%の実績。

※

管理者

橋梁 トンネル 道路附属物等

管理
施設数

※

2巡目
実施計

点検
予定数
（R6）

管理
施設数

※

2巡目
実施計

点検
予定数
（R6）

管理
施設数

※

2巡目
実施計

点検
予定数
（R6）

国土交通省 453
453 87

26
26 15

318
318 67

(100%) (19%) (100%) (58%) (100%) (21%)

高速道路会社 998
972 213

96
96 20

523
489 52

(97%) (21%) (100%) (21%) (94%) (10%)

神奈川県
1,236

1,232 179
92

92 23
191

185 56

（公社含む） (100%) (15%) (100%) (25%) (97%) (29%)

市町村 7,108
6,998 910

126
123 9

778
771 136

(99%) (13%) (98%) (7%) (99%) (17%)

合計 9,795
9,655 1,389

340
337 67

1,810
1,763 311

(99%) (14%) (99%) (20%) (97%) (17%)

全道路管理者 729,333
719,864

11,587
11,094

42,281
41,208

(99%) (96%) (98%)

出典：点検データ等入力システム

※管理施設数は、現時点での管理施設数であり、２巡目点検対象とは異なります。
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神奈川県の令和５年度の点検実施状況【判定】（橋梁）

神奈川県の橋梁の点検結果は、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態の判定区分
Ⅱが933橋（約43％） 、早期に措置を講ずべき状態の判定区分Ⅲが97橋（約5％）、緊急に措置を
講ずべき状態の判定区分Ⅳはなかった。

出典：道路メンテナンス年報（令和６年８月）

管理者 管理施設数
※

点検実施数
判定区分内訳

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

国土交通省 453 98
34 55 9 0

(34.7%) (56.1%) (9.2%) (0.0%)

高速道路会社 998 222
72 140 10 0

(32.4%) (63.1%) (4.5%) (0.0%)

神奈川県
1,236 239

143 79 17 0

（公社含む） (59.8%) (33.1%) (7.1%) (0.0%)

市町村 7,108 1,618
898 659 61 0

(55.5%) (40.7%) (3.8%) (0.0%)

合計 9,795 2,177
1,147 933 97 0

(52.7%) (42.9%) (4.5%) (0.0%)

※現時点での管理施設数



令和６年度 第1回 神奈川県道路メンテナンス会議 18令和６年度 第1回 神奈川県道路メンテナンス会議

神奈川県の令和５年度の点検実施状況【判定】（トンネル）

神奈川県のトンネルの点検結果は、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態の判定
区分Ⅱが92本（約84％）、早期に措置を講ずべき状態の判定区分Ⅲが16本（約15％）、緊急に措
置を講ずべき状態の判定区分Ⅳはなかった。

※出典：道路メンテナンス年報（令和６年８月）

管理者 管理施設数
※

点検実施数
判定区分内訳

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

国土交通省 26 11
0 10 1 0

(0.0%) (90.9%) (9.1%) (0.0%)

高速道路会社 96 13
0 11 2 0

(0.0%) (84.6%) (15.4%) (0.0%)

神奈川県
92 19

0 16 3 0

（公社含む） (0.0%) (84.2%) (15.8%) (0.0%)

市町村 126 66
1 55 10 0

(1.5%) (83.3%) (15.2%) (0.0%)

合計 340 109
1 92 16 0

(0.9%) (84.4%) (14.7%) (0.0%)

※現時点での管理施設数



令和６年度 第1回 神奈川県道路メンテナンス会議 19令和６年度 第1回 神奈川県道路メンテナンス会議

神奈川県の令和５年度の点検実施状況【判定】（道路附属物等）

神奈川県の道路附属物等の点検結果は、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態の
判定区分Ⅱが298施設（約59％）、早期に措置を講ずべき状態の判定区分Ⅲが78施設（約16％）、
緊急に措置を講ずべき状態の判定区分Ⅳはなかった。

※道路附属物等：大型カルバート、シェッド、横断歩道橋、門型標識 ※出典：道路メンテナンス年報（令和６年８月）

※現時点での管理施設数

管理者
管理施設数

※
点検実施数

判定区分内訳

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

国土交通省 318 67
8 31 28 0

(11.9%) (46.3%) (41.8%) (0.0%)

高速道路会社 523 178
92 74 12 0

(51.7%) (41.6%) (6.7%) (0.0%)

神奈川県
191 85

2 67 16 0

（公社含む） (2.4%) (78.8%) (18.8%) (0.0%)

市町村 778 169
23 124 22 0

(13.6%) (73.4%) (13.0%) (0.0%)

合計 1,810 499
125 296 78 0

(25.1%) (59.3%) (15.6%) (0.0%)



令和６年度 第1回 神奈川県道路メンテナンス会議 20令和６年度 第1回 神奈川県道路メンテナンス会議

神奈川県の橋梁における措置が必要な施設は673橋、うち措置着手済は435橋（約65％）、措置完
了済は149橋（約22％）。全国地公体合計と比較すると着手率は約1.3倍、完了率は横ばいである。

神奈川県の修繕実施状況（橋梁）

管理者
措置が必要な
施設数
A※1

措置に着手済の
未着手
施設数
（A－B）

施設数 うち完了
B C

（B／A） （C／A）

国土交通省 111
109 1 2

(98.2%) (0.9%) (1.8%)

高速道路会社 50
29 9 21

(58.0%) (18.0%) (42.0%)

神奈川県地方公共団体 512
297 139 215

(58.0%) (27.1%) (42.0%)

都道府県・
政令市等 276

153 54 123

(55.4%) (19.6%) (44.6%)

市区町村 236
144 85 92

(61.0%) (36.0%) (39.0%)

合計 673
435 149 238

(64.6%) (22.1%) (35.4%)

全国地方公共団体合計 50,025
23,801 10,611 26,224

(47.6%) (21.2%) (52.4%)
※出典：道路メンテナンス年報（令和６年８月）



令和６年度 第1回 神奈川県道路メンテナンス会議 21令和６年度 第1回 神奈川県道路メンテナンス会議

神奈川県のトンネルにおける措置が必要な施設は43本、うち措置着手済は24本（約56％）、措置
完了済は6本（14％）。全国地公体合計と比較すると着手率はほぼ横ばい、完了率は0.5倍である。

神奈川県の修繕実施状況（トンネル）

管理者
措置が必要な
施設数
A※1

措置に着手済の
未着手
施設数
（A－B）

施設数 うち完了
B C

（B／A） （C／A）

国土交通省 6
6 0 0

(100.0%) (0.0%) (0.0%)

高速道路会社 8
3 0 5

(37.5%) (0.0%) (62.5%)

神奈川県地方公共団体 29
15 6 14

(51.7%) (20.7%) (48.3%)

都道府県・
政令市等 15

11 5 4

(73.3%) (33.3%) (26.7%)

市区町村 14
4 1 10

(28.6%) (7.1%) (71.4%)

合計 43
24 6 19

(55.8%) (14.0%) (44.2%)

全国地方公共団体合計 2,466
1,410 726 1,056

(57.2%) (29.4%) (42.8%)

※出典：道路メンテナンス年報（令和６年８月）



令和６年度 第1回 神奈川県道路メンテナンス会議 22令和６年度 第1回 神奈川県道路メンテナンス会議

神奈川県の道路附属物等における措置が必要な施設は269施設、うち措置着手済は162施設（約
60％）、措置完了済は46施設（約17％）。全国地公体合計と比較すると着手率、完了率はほぼ横
ばいである。

神奈川県の修繕実施状況（道路附属物等）

※道路附属物等：大型カルバート、シェッド、横断歩道橋、門型標識

管理者
措置が必要な
施設数
A※1

措置に着手済の
未着手
施設数
（A－B）

施設数 うち完了
B C

（B／A） （C／A）

国土交通省 100
100 3 0

(100.0%) (3.0%) (0.0%)

高速道路会社 23
4 4 19

(17.4%) (17.4%) (82.6%)

神奈川県地方公共団体 146
58 39 88

(39.7%) (26.7%) (60.3%)

都道府県・
政令市等 131

48 32 83

(36.6%) (24.4%) (63.4%)

市区町村 15
10 7 5

(66.7%) (46.7%) (33.3%)

合計 269
162 46 107

(60.2%) (17.1%) (39.8%)

全国地方公共団体合計 2,843
1,475 709 1,368

(51.9%) (24.9%) (48.1%)

※出典：道路メンテナンス年報（令和６年８月）



令和６年度 第1回 神奈川県道路メンテナンス会議 23令和６年度 第1回 神奈川県道路メンテナンス会議

神奈川県内の点検・修繕の状況等

計画的な補修・修繕を実施する為の課題等（地公体の意見の一部）

＜課題＞
・技術職員の不足（多数）
・財源不足（限られた予算、補助金・交付金に依存）（多数）
・知識不足、技術力の低下
・事業費平準化を図る必要があり、５年以内に着手することが難しい場合あり。
・社会資本整備総合交付金の内示率が低い。
・架設位置（高速、鉄道）に起因して補修対応が困難な橋梁がある。
・工事実施までに期間が空いた場合、過年度点検結果の活用ができない事例あり。
・高速跨道橋の場合は交通規制に制限、規制費用が高額。
・橋梁の構造部位に応じた補修範囲の計画に苦慮。
・集約化・撤去の計画、新技術の活用方法
・管理施設数が多く点検費用が嵩み、補修・修繕が進まない。

＜改善策＞
・関係機関協議必要な施設について協議の簡略化が図れるとよい。
・補修・修繕工事に関する地域一括発注の仕組みがあると助かる。



令和６年度 第1回 神奈川県道路メンテナンス会議 24令和６年度 第1回 神奈川県道路メンテナンス会議

神奈川県内の点検・修繕の状況等

措置が低調となっている要因（課題）と改善策等（地公体の意見の一部）

＜課題＞
・技術職員の不足（多数）
・財源不足（補助金等の内示率が低い）（多数）
・高額な修繕費用
・老朽化進行による修繕対象施設の増加
・跨線橋、跨道橋管理者との調整に要する事務負担。

＜改善策＞
・財政的支援策の見直しが必要。
・各種計画の適切な更新や新技術等の積極的な活用
・技術者派遣制度の創設。
・技術職員不足のため高速跨道橋の修繕について高速会社への委託。
・包括的民間委託等の導入。
・地域一括発注（修繕代行）による補修・修繕工事。
・損傷箇所の部材が極めて限定的な橋等は、ポイント補修を実施する等の対策。



25令和６年度 第1回 神奈川県道路メンテナンス会議

（６）個別施設計画の策定状況等

• 個別施設計画の体系

• 個別施設計画の策定状況

• 点検結果を踏まえた定期的な個別施設計画の更新についての課題等

資料６



令和６年度 第1回 神奈川県道路メンテナンス会議 26

個別施設計画の策定



令和６年度 第1回 神奈川県道路メンテナンス会議

個別施設計画の策定状況（2023年度末時点）

27

○ 各道路管理者は、橋梁・トンネル・道路附属物等の定期点検の結果に基づき個別施設計画を策定。
○ 2023 年度末時点における橋梁の個別施設計画策定率は、橋梁で99%、管理者別では、
都道府県・政令市等 97%、市区町村 99%。

○ トンネル及び道路附属物等の計画策定率はそれぞれ97%、97%。

※出典：Ｒ５道路メンテナンス年報



令和６年度 第1回 神奈川県道路メンテナンス会議 28

個別施設計画の策定状況（2023年度末時点）
○ 国のインフラ長寿命化基本計画（2013 年）では2020 年頃までの長寿命化修繕計画（個別施設計画）の策定を
目標としていますが、2023 年度末時点で計画を策定していない地方公共団体が10 団体あり、
策定済みで公表していない地方公共団体は93団体あります。
○ 修繕の時期や内容を橋梁毎に示していない計画となっている地方公共団体は15 団体。
○ また、計画の策定後に点検結果を反映するなど計画の更新を行っていない地方公共団体は51 団体。
○ 橋梁等の老朽化対策を計画的・効率的に進めるためにも、長寿命化修繕計画を策定するとともに、
点検結果を踏まえ、更新を行うことが重要です。

※出典：Ｒ５道路メンテナンス年報



令和６年度 第1回 神奈川県道路メンテナンス会議 29令和６年度 第1回 神奈川県道路メンテナンス会議

個別施設計画の記載内容
○ 2023 年度末時点で、橋梁の長寿命化修繕計画（個別施設計画）に「新技術等の活用方針」を記載している
地方公共団体は1,631 団体であり、「集約・撤去など費用の縮減に関する具体的な方針」を記載している
地方公共団体は1,588 団体です。
○ 「短期的な数値目標及びそのコスト縮減効果」を記載している地方公共団体は、「新技術等の活用」で1,040 団体、
「集約・撤去」で855 団体です。

※出典：Ｒ５道路メンテナンス年報



令和６年度 第1回 神奈川県道路メンテナンス会議 30令和６年度 第1回 神奈川県道路メンテナンス会議

神奈川県の個別施設計画の策定状況等

点検結果を踏まえた定期的な個別施設計画の更新についての課題等（地公体の意見の一部）

・財源不足（更新に多額の費用。計画更新は５年に１回でないと予算が通らない。）（多数）
・職員不足（極力職員が自前で更新（業務量増））（多数）
・個別施設計画の記載内容については、詳細なガイドライン等がなく、各自治体で
統一されていないため、策定、更新時の検討に苦慮。
・小規模橋梁がほとんどであり、点検・修繕ともに新技術を活用しにくい状況。
・小規模橋梁に関する新技術の活用事例紹介があるとよい。
・次期計画改定の際には、Ⅱ判定施設の中でも、Ⅲ判定予備軍にあたる「C1判定」
の修繕についても検討する必要がある。
・橋りょう・道路施設長寿命化修繕計画では、5年間の短期計画を策定し、毎年の
点検で早期措置段階（Ⅲ判定）箇所があれば、その都度、個別施設計画を見直し
を行っている。
・来年度、更新を予定しているため、今後の見通しや情報があれば早めに周知し
ていただきたい。



31令和６年度 第1回 神奈川県道路メンテナンス会議

（７）道路メンテナンスを進めるために

• 点検三巡目に向けた一巡目・二巡目と比較した課題や工夫等

• 既存の財政支援制度の改善点、新たな制度案（ポスト５カ年加速化対策のあり方）

• 新技術活用の事例

（１）横浜国道事務所

（２）神奈川県

（３）横浜市

資料７



令和６年度 第1回 神奈川県道路メンテナンス会議 32令和６年度 第1回 神奈川県道路メンテナンス会議

道路メンテナンスを進めるために

点検三巡目に向けた一巡目・二巡目と比較した課題や工夫等（地公体の意見の一部）

・三巡目では、ドローンの活用等によりDXを推進し、効率的に点検を進める必要。

・多様化する技術について、適用条件や、活用実績など、情報を整理し共有すること
で、新技術の活用を推進。
・二巡目点検から直営点検システム（NETIS登録技術）を使用し、コスト縮減を図って
おり、三巡目点検でも継続。

・道路構造物点検は委託業務と直営点検で分けているが、過去の点検結果を参考
にする等、職員の技術力を向上し、直営点検の点検結果の品質確保を目指したい。
・引き続き、地域一括発注のスキームで費用逓減を図る考え。
・３巡目も引き続き、橋梁定期点検を行う全橋で、 ドローンやロボットカメラなどの画
像計測技術を主体として 新技術の活用を検討していくが、従来工法と比較して費用
が高い等の課題がある。

・現在は点検委託発注後に新技術活用検討を実施しているが、事前に新技術活用
に向けて管理橋の中で活用できそうなものを検討。



令和６年度 第1回 神奈川県道路メンテナンス会議 33令和６年度 第1回 神奈川県道路メンテナンス会議

道路メンテナンスを進めるために

既存の財政支援制度の改善点、新たな制度案（ポスト５カ年加速化対策のあり方） （地公体の意見の一部）

・メンテナンス補助制度を活用し、Ⅲ判定施設だけでなく、Ⅱ判定の施設について
も補修を行い、予防保全型のインフラメンテナンスへの早期移行を目指しているが、
特にⅡ判定施設の予算措置率が低く、予算の確保に苦慮。

・Ⅲ判定施設の修繕進捗状況等に応じて、Ⅱ判定施設の予算措置されることで、
予防保全型のインフラメンテナンスへ移行し易くなる。

・健全性Ⅱでも第三者被害を及ぼす重要度の高い橋梁については、内示率を上げ
る等の優先対応する。

・健全度Ⅲ・Ⅳ施設が年々増加する傾向にあるため、健全度Ⅱ（Ⅲに近い）の施設
についても補助を拡大。
・繰越手続きや変更交付申請手続きの簡素化。

・補修に合わせた既存の耐震（落橋防止構造）の更新等は、工事の合理化の観点
からメンテナンス事業や新たな制度で対応できるようにする。



令和６年度 第1回 神奈川県道路メンテナンス会議 34令和６年度 第1回 神奈川県道路メンテナンス会議

道路メンテナンスを進めるために

新技術活用の事例（横浜国道事務所）

コンクリート橋の塩害に関する特定点検要領（案）平成１６年３月３１日

３．塩害点検の頻度
『塩害点検は、原則として１０年に１度行うものとする。

（解説）塩害点検は、試料採取のために構造物を傷つけるので、これをむや
みに多数回行うことは好ましくない。そこで、１０年に１回実施するものと
した。
ただし、非常に厳しい周辺環境にある構造物で、竣工後１０数年で塩害に

よる著しい腐食が見られた事例もあるので、周辺環境が特に厳しい場合や鉄
筋かぶりが設計よりも小さいことが明らかになった場合などでは、点検間隔
を５年に１回まで縮めるのがよい。

※土木研究所（ＣＡＥＳＡＲ） 維持管理関係（点検・調査）の塩害分類に掲載。
https://www.pwri.go.jp/caesar/technical-information/manual/check-and-research.html

令和６年３月改訂「道路橋定期点検要領」

特定事象等の有無の評価と記録を残すこととされ、特定
事象の例として「塩害」が挙げられている。

令和６年７月改訂「橋梁定期点検要領」

「コンクリート橋の塩害に関する特定点検要領（案）」の対
象となる橋梁については、「定期点検としても鋼材の被り
や鋼材位置での全塩化物イオン量をデータとして記録す
ることとした」とされている。



令和６年度 第1回 神奈川県道路メンテナンス会議 35令和６年度 第1回 神奈川県道路メンテナンス会議

道路メンテナンスを進めるために



令和６年度 第1回 神奈川県道路メンテナンス会議 36令和６年度 第1回 神奈川県道路メンテナンス会議

道路メンテナンスを進めるために

○○大橋の撤去桁
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【点検支援技術】
TN010029ーV0023

道路メンテナンスを進めるために

新技術活用の事例（神奈川県）

１. 点検業務

県では、近接目視、打音等、これまで行っている手段と併せて、高密度レーザーなどの新技術を活用
することにより、点検作業の効率化を推進するとともに、記録の高精度化を図っている。

【点検支援技術】
TN0100０5

走行型３Dトンネル撮影システム①

ラインカメラ、高密度
レーザーを搭載し、交
通規制を行わずに走
行しながらトンネル覆
工面や路面の画像と
点群データを計測する
技術。
  撮影した画像等か
変状展開図、３次元点
群データを作成する。

点検状況

点検結果
（３次元点群データ）

走行型トンネル撮影システム

ビデオカメラを用い
て交通規制を行わず
に走行しながらトンネ
ル覆工面の画像を計
測する技術。
   撮影した画像から変
状展開図を作成する。

点検状況

点検結果（変状展開図）

現場作業（スケッチ等）の効率化・図面作成の高精度化
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【点検支援技術】
TN0100０6ーV0624

道路メンテナンスを進めるために

新技術活用の事例（神奈川県）

走行型３Dトンネル点検システム②

カメラ、高精度レーザー、
非接触レーダーを搭載し、
交通規制を行わずに走行
しながらトンネル覆工のひ
び割れや断面形状等を計
測する技術。
   画像等から変状展開図
を作成するとともに断面形
状や断面変形の有無、レー
ダーから背面空洞の有無
等の推定が可能。

ひび割れ箇所の抽出、変状展開図の作成
変形モード解析

現場作業（近接目視・打音・スケッチ等 ）
の効率化・図面作成の高精度化

非接触レーダー解析
内空側へ変形していることを確認
し、近接目視時に要確認箇所とし
て着目

巻厚不足・背面空洞などの異常波形
は確認されず

一部過年度に記載のな
い２㎜のひび割れを検
出し、近接目視時の要
確認箇所として着目

点検状況
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道路メンテナンスを進めるために

新技術活用の事例（神奈川県）

２. 補修工事

県では、道路施設の持続可能なインフラメンテナスサイクルの実現のために、新技術を活用し、コスト
縮減や作業の効率化を図っている。

 電磁誘導加熱の原理を使ったIH塗膜剥離機で塗膜
を加熱し、剥離させる工法。

【NETIS】
KT-210089-A

IH塗膜剥離工法

塗膜除去現場（主に市街地）
にて採用

剥離状況

加熱状況

 ブラストによって剥離させた塗膜くずと使用した研削
材を共に回収し、両者を選別したうえで研削材を循環
再利用する工法。

【NETIS】
KT-230028-A

循環式ブラスト工法

塗膜除去現場（主に
郊外部）にて採用

塗膜くずと研磨材を
分離し、研磨材を再
利用する（廃棄物削
減）施工状況

工法概念図
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道路メンテナンスを進めるために

新技術活用の事例（横浜市）

１. 橋梁点検

市で発注する橋梁点検（年間約350橋）において、契約後、全橋梁で新技術導入の比較検討を行い、
橋面を通行止めや通行規制する場合に比べ安価または効率的となる場合に新技術を採用している。

点検員が離れた場所より
カメラで視準して点検する
ことを可能とする技術。
点検ロボットカメラの向き、
倍率（光学30倍ズーム）、
撮影等をカメラから離れた
操作端末（タブレットＰＣ）
から点検者が遠隔操作し、
点検画像を取得する。

【点検支援技術】
BR010019-V0524

橋梁等構造物の点検ロボットカメラ

360度全体の撮影が可能な全方位カメラを上
下運動用伸縮金具等に附随させ、撮影する。撮
影した360度画像を歪み補正し、その画像より
損傷を検出する技術。

【NETIS】  【点検支援技術】
KT-230123-A BR010048-V0124

全方位カメラを用いた点検支援技術

近接目視の補完（首都高一体型橋梁）

橋梁点検車の代替
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道路メンテナンスを進めるために

新技術活用の事例（横浜市）

２. トンネル点検

近接目視点検、打音検査、触診には従来どおり、トンネル点検車を使用するとともに、「変状箇所ス
ケッチ」、「変状箇所撮影」、「変状展開図作成」に新技術を採用した。

ビデオカメラ（4kカメラ）、LEDライトを
搭載した車両でトンネル内を法定速度
で走行し、覆工画像を半断面
ずつ撮影（交通規制不要）し、
画像からひび割れ等の変状を
検出する技術。
撮影した画像から変状を
トレースして、変状展開図
を作成する。

【点検支援技術】
TN010029ーV0023

走行型トンネル撮影システム

現場作業（スケッチ等）や図面作成の省力化など
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道路メンテナンスを進めるために

新技術活用の事例（横浜市）

3. 補修工事

これまでも、従来工法と比べ安価となる場合等に新技術を採用してきたが、品確法（R6.6）の改正に
伴い従来の選定要件に加え、安全性、生産性、脱炭素化等を総合的に評価し、新技術を採用していく。

水性剥離剤を、橋梁などの塗膜に塗布することで、塗
膜を浮き上がらせ除去する工法。塗膜除去時の粉塵と
騒音の発生を防止できる。

【NETIS】
KT-150081-VE

EPP工法

鋼材の再塗装時に、残存してしまう赤錆が腐食の進
行の原因となっていたが、その赤錆を塗装により黒錆
へ転換させる錆転換下塗り塗装技術。

【NETIS】
CB-170003-VR

サビバリヤー

PCB塗膜除去現場にて採用
従来技術（電動工具）と比較
して４割程度工期短縮

塗装塗替え時に採用
工期短縮、長寿命化
に効果あり



43令和６年度 第1回 神奈川県道路メンテナンス会議

（８）その他

・関東道路メンテナンスセンターの地方公共団体支援

・長大橋梁維持管理技術のご紹介

・小規模附属物の点検に関する周知事項

・各種情報提供（配布資料一覧）

資料８
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関東道路ＭＣからの情報提供
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関東道路ＭＣからの情報提供
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関東道路ＭＣからの情報提供
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長大橋維持管理技術のご紹介

本州四国連絡高速道路(株)

技術支援室

（吊橋・斜張橋・アーチ橋・鋼床版）



1



経営理念：Bridge：Communication & Technology
私たちは、本州と四国を結ぶ世界に誇る橋を良好に保つことにより、人と物の交流と地域の連
携を推進し、経済の発展と生活の向上に寄与します。
また、これまで培ってきた橋の建設、管理技術を活用して、広く社会に貢献します。

(1)お客様に安全、安心、快適に利用していただけるよう、サービスの充実に努めます。
(2)200年以上の長期にわたり利用される橋をめざし、万全な維持管理に努めます。
(3)橋梁技術のフロントランナーとして、技術の継承・高度化を推進します。
(4)瀬戸内の美しい自然を大切にし、環境に配慮します。
(5)公正で効率的な運営により、経営の安定と成長をめざします。

本四高速グループの技術協力・技術支援

2024年4月 技術支援室設置
・国内、海外の長大橋管理者が抱える課題に対し、今後も積極的に協力・支援を行
う

これまで
･国内30以上の自治体･道路管理者等に技術協力実施
･海外へ長期専門家 57名を16ヶ国に派遣（1979年～）
･短期専門家等 238名の専門家を派遣（1974年～）
（派遣国数 1974年以降45ヶ国）
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本州四国連絡橋の保全技術



本州四国連絡橋の保全技術



（１）本四連絡橋で培ってきた効率的・高度な管理技術による技術協力・技
術支援
例：本四が開発した新技術の適用検討、包括的民間委託への参加等

（２）吊構造橋梁管理者が抱える個々の課題解決協力・支援
例：維持管理計画立案、耐震補強設計等に関する助言

（３）長大橋建設事業への協力・支援

（４）国土交通省・ＪＩＣＡ等を経由した長期及び短期専門家派遣

（５）海外案件への関与（技術者派遣、本四技術の適用等）
例：コンサルタント等への技術協力・技術支援

2

本四高速グループの技術協力・技術支援方針



本四連絡橋で培ってきた維持管理技術による維持管理支援
◼  既設橋梁の検査・診断・補修等に関する業務に対し助言等を行います
◼ 地方自治体等が管理する長大橋に対し、本四連絡橋で培ってきた様々な維持管理技術を適用した技術協力により社会貢献します
①塗膜状態の把握 ②ケーブル類の張力管理 ③ケーブル送気乾燥システムの稼働状況把握 ④鋼床版疲労き裂の把握

塗膜の健全性調査
（広島県：安芸灘大橋）

ケーブルの健全性調査
（福岡県：北九州空港連絡橋）

ケーブル送気乾燥システムの調査
（首都高速道路：レインボーブリッジ）

鋼床版疲労き裂調査手法の検討
（東京湾横断道路：東京湾アクアブリッジ）

斜材の安全性照査等に関する技術的助言
（長野県中野市：平成橋）

定点塗膜調査
（島根県：浜田マリン大橋）

（参考）本四高速グループの技術協力・技術支援例(1)
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発注者支援・技術者常駐型支援
◼ 発注者が外注する設計・施工・維持管理等の監督業務を支

援します
◼ 専門技術者を橋梁管理者事務所等に常駐させ、指導・提

言・監督・資料作成支援・工事監督検査等の業務を行います

架橋プロジェクト支援
◼ 長大橋の設計・建設等に経験のある社員が長大橋プロジェク
ト等の技術委員会に参画し、技術的アドバイスを行います

◼ 維持管理計画や補強計画策定に対し、合理的な提案や助
言を行います

CM業務（愛媛県上島町：岩城橋）
技術協力協定による調査

（奈良県十津川村：吊橋群）
設計施工アドバイス（愛媛県：生名橋）

（参考）本四高速グループの技術協力・技術支援例(2)

CM業務（岡山県備前市：日生大橋）
橋梁点検、補修計画立案等の実施
（コンゴ民主共和国：マタディ橋）

維持管理、補修設計への助言及び提案
（高知県：上吉野川橋）

お問合せ先
技術支援室
078-291-1337

本四高速による技
術支援のWEBペー

ジ
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技術支援の実績（国内）



技術支援の実績（海外）



ご清聴ありがとうございました

お問合せ先

本州四国連絡高速道路(株)技術支援室

078-291-1337

本四高速による技術支援のWEBページ



令和６年度 第1回 神奈川県道路メンテナンス会議 59令和６年度 第1回 神奈川県道路メンテナンス会議



令和６年度 第1回 神奈川県道路メンテナンス会議 60令和６年度 第1回 神奈川県道路メンテナンス会議

各種情報提供（配布資料一覧）

令和６年度 第１回 神奈川県道路メンテナンス会議 【配布資料一覧】

資料番号 資料名

説明動画第１部（視聴必須） （会議後配布）

資料１ 道路メンテナンス事業補助制度について

資料２ インフラメンテナンス大賞の募集

資料３ 個別施設計画の策定について

資料４ 全国道路施設点検データベースにおける地方公共団体用舗装データベースについて

資料５ コンクリート舗装の取組推進について

資料６ 国土交通省登録資格について（舗装関係）【直轄の取組紹介】

資料７ 舗装の切断作業時に発生する排水の具体的処理の徹底について

資料８ 路面下空洞対策の費用負担について

資料９-1 公共事業における鉄道委託工事を行う場合の透明性確保の徹底に関する申し合わせについて

資料９-2 事務連絡＿公共事業における鉄道委託工事を行う場合の透明性確保の徹底について 【資料配付のみ】

資料９-3 別添１＿H20.12.25鉄道委託透明性確保申し合わせ 【資料配付のみ】

資料９-4 別添２＿平成２２年度決算検査報告 _ 会計検査院 【資料配付のみ】
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各種情報提供（配布資料一覧）

令和６年度 第１回 神奈川県道路メンテナンス会議 【配布資料一覧】

資料番号 資料名

説明動画第2部（適宜視聴）（会議後配布）

資料１０ 定期点検要領の改定

資料１１ SIP・SBIRについて

資料１２ 点検実施者の保有資格等について

資料１３ 新技術導入促進に向けた取組

資料１４ 直轄における点検支援技術の活用原則化について

資料１５ 道路橋の集約・撤去事例集

資料１６ 道路管理に関する新技術・好事例

資料１７ 新たな⺠間資格登録について

資料１８ 道路橋の点検・修繕に係る研修

資料１９ 交差点名標示板の落下事故について

資料２０ 舗装アプリについて【直轄の取組紹介】

資料２１ xROADを活用した次世代の舗装マネジメントについて 【直轄の取組紹介】

資料２２ ECIの実施事例について【直轄の取組紹介】
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